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（別添） 

中国向け輸出水産食品の取扱要領（平成 25 年 10 月 17 日付け食安発 1017 第１号別紙）新旧対照表 

 （下線部分は改正部分） 

改 正 後 現 行 

（作 成 日）平成 25 年 10 月 17 日 

（最終改正日）平成 30 年 11 月 ７日 

 

１． （略） 

 

２．用語の定義 

 本要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１）中国向け輸出水産食品：日本から中国（香港、マカオを除く。）に輸 

出される食用の水産動物（活水産動物を除く。）及び藻類並びにそれら 

の加工品 

（２）加工施設（PP：Processing Plant)：物理的又は化学的な方法を用いて 

水産食品を加工する、例えば、エラ、内臓等の除去、包装、冷却、冷凍、 

加熱、脱水、燻製、油炒め、缶詰、塩漬等の処理を行う施設 

 

（３）保管施設（CS：Cold Store)：中国政府に登録された日本国内の加工施 

設で加工された中国向け輸出水産食品又は中国政府に登録された海外の 

加工施設若しくは船舶で加工され輸入された中国向け輸出水産食品（以 

下「輸入品」という。）の保管のみを行う施設 

（４）登録施設：中国向け輸出水産食品を最終加工する加工施設（以下「最 

終加工施設」という。）又は最終保管する保管施設（以下「最終保管施 

設」という。）であって、本要領に基づき登録された施設 

（５）施設登録者：登録施設において、本要領の要件が遵守されていること 

について責任を負う個人又は法人 

（６）輸出者：登録施設の中国向け輸出水産食品を輸出する者であって、生 

産から輸出に至るまでの流通経路を把握し、その間の衛生管理について 

責任を負う者 

（７）品質確認者：輸出者が中国向け輸出水産食品の官能検査を実施するため

に選任した者 

（８）ロット：生産・加工・保管の全ての段階において同一の衛生条件の管理

下で生産された同一食品であることを輸出者が保証できる単位 

（９）食品監視安全課：厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課 

（１０）地方厚生局：厚生労働省地方厚生局健康福祉部食品衛生課 

（作 成 日）平成 25 年 10 月 17 日 

（最終改正日）平成 29 年 ７月 27 日 

 

１． （略） 

 

２．用語の定義 

（新設） 

 

（１）中国向け輸出水産食品：日本から中国（香港、マカオを除く。）に輸 

出される食用の水産動物（活水産動物を除く。）及び藻類並びにそれら 

の加工品をいう。 

（２）加工施設（PP：Processing Plant)：物理的又は化学的な方法を用いて 

水産食品を加工する、例えば、エラ、内臓等の除去、包装、冷却、冷凍、 

加熱、脱水、燻製、油炒め、缶詰、塩漬等の処理を行う施設をいう。 

（３）保管施設（CS：Cold Strage facility)：中国政府に登録された日本国 

内の加工施設で加工された中国向け輸出水産食品又は中国政府に登録さ 

れた海外の加工施設若しくは船舶で加工され輸入された中国向け輸出水 

産食品（以下「輸入品」という。）の保管のみを行う施設をいう。 

（４）登録施設：中国向け輸出水産食品を最終加工する加工施設又は最終保 

管する保管施設であって、本要領に基づき登録された施設をいう。 

 

 

（５）施設登録者：登録施設において、本要領の要件が遵守されていること 

について責任を負う個人又は法人をいう。 

（６）輸出者：登録施設の中国向け輸出水産食品を輸出する者をいう。 

 

 

（７）品質確認者：輸出者が中国向け輸出水産食品の官能検査を実施するた 

めに選任した者をいう。 

（８）ロット：生産・加工・保管の全ての段階において同一の衛生条件の管 

理下で生産された同一食品であることを輸出者が保証できる単位をいう。 

（９）監視安全課：厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課をいう。 

（１０）地方厚生局：地方厚生局健康福祉部食品衛生課をいう。 



 - 2 -

（１１）都道府県等衛生部局：都道府県、保健所設置市及び特別区における衛

生主管部局 

（１２）衛生証明書発行機関：最終加工施設（輸入品にあっては最終保管施 

設）を管轄する都道府県等衛生部局又は地方厚生局であって、衛生証

明書を発行する機関 

（１３）都道府県等の試験検査機関：食品衛生法（昭和22年法律第233 号。以

下「法」という。）第29条に規定する都道府県等の食品衛生検査施設 

（１４）登録検査機関：法第４条第９項に規定する登録検査機関 

 

３（略） 

 

４．登録施設の登録等に係る手続 

 登録施設の登録等は、以下の手続により行うものとする。なお、登録及び登

録事項の変更については、中国政府における手続が必要であり、完了まで数ヶ

月を要する場合があるため、その旨を了承した上で申請を行うものとする。 

（１）登録申請 

      登録施設の登録を希望する者は、４．（２）の要件を確認するために必

要な書類を添付し、別紙様式１により食品監視安全課長宛てに登録の申請

をすること。なお、申請は本要領の要件が遵守されていることについて責

任を負う個人又は法人が行うこと。 

【申請先】〒100-8916 東京都千代田区霞が関１-２-２ 

            厚生労働省医薬・生活衛生局 

             食品監視安全課輸出水産食品担当宛て 

 

 

（２）施設の登録要件の審査 

      食品監視安全課は、登録申請を受理した後、許可証の写しや別紙様式１

の誓約事項等を確認し、以下のア～ウのいずれか及びエの要件に適合する

かの審査を行う。 

    ア～イ（略） 

    ウ．法第30条に規定する食品衛生監視員による監視指導を受けている 

ことが食品衛生監視票等の書類で確認可能な施設（食品衛生監視票の 

場合は、採点成績が90点以上）であること。       

    エ．（略）  

（３）登録施設の承認 

      食品監視安全課は、施設が登録要件を満たしていることを確認し、登録

番号を付与した後、中国政府に当該施設の登録を要請する。 

      また、食品監視安全課は中国政府から登録完了の報告を受けた後、当該

（１１）都道府県等衛生部局：都道府県、保健所設置市及び特別区における衛

生主管部局をいう。 

（１２）衛生証明書発行機関：登録施設を所管する都道府県等衛生部局又は地

方厚生局であって、衛生証明書を発行する機関をいう。 

 

（１３）登録検査機関：食品衛生法（昭和22年法律第233号。以下「法」とい

う。）第４条第９項に規定する登録検査機関をいう。 

（新設） 

 

３（略） 

 

４．施設の登録等に係る手続 

 

 

 

（１）登録申請 

      中国向け輸出水産食品を最終加工又は最終保管する施設の登録を希望

する者（本要領の要件が遵守されていることについて責任を負う個人又は

法人）は、４．（２）の要件を確認するために必要な書類を添付し、別紙

様式１により監視安全課長宛てに登録の申請をすること。 

【申請先】〒100-8916 東京都千代田区霞が関１-２-２ 

          厚生労働省医薬・生活衛生局 

           食品監視安全課輸出水産食品担当宛て 

 

 

（２）施設の登録要件の審査 

      監視安全課は、登録申請を受理した後、許可証の写しや別紙様式１の誓

約事項等を確認し、以下のア～ウのいずれか及びエの要件に適合するかの

審査を行う。 

    ア～イ（略）  

    ウ．法第30条に規定する食品衛生監視員による監視指導を受けているこ 

とが食品衛生監視票等の書類で確認可能な施設（食品衛生監視票の場合 

は、採点成績が年間平均90点以上）であること。       

    エ．（略）  

（３）登録施設の承認 

      監視安全課は、施設が登録要件を満たしていることを確認し、登録番号

を付与した後、中国政府に当該施設の登録を要請する。 

      また、監視安全課は中国政府から登録完了の報告を受けた後、当該登録
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登録施設の名称、登録番号等を記載した登録施設リストを厚生労働省のホ

ームページ上で公表するとともに、施設登録者、都道府県等衛生部局及び

地方厚生局に通知する。 

      なお、当該リストを公表した時点をもって、登録施設として取り扱うこ

ととする。 

   注）登録番号の上２桁はCN、３桁目以降に000001から番号を付す。（例

：CN000001） 

           また、当該施設が保管施設（「食品の冷蔵又は冷凍業」等）の場

合にはCSを末尾に付す（例：CN000001CS）。加工施設については末

尾にアルファベットは付さない。 

（４）登録施設の登録事項の変更申請 

      施設登録者は、４．（１）の登録事項について変更しようとする場合 

は、変更された登録事項が明らかとなる書類を添付し、別紙様式２により

食品監視安全課長宛てに変更の申請をすること。 

      食品監視安全課は、当該申請内容が登録要件を満たすことを確認した 

後、中国政府に登録事項変更の要請を行う。 

      また、食品監視安全課は中国政府から変更完了の報告を受けた後、速や

かに厚生労働省のホームページ上の登録施設リストの内容を更新すると

ともに、施設登録者、施設を管轄する都道府県等衛生部局及び地方厚生局

に通知する。 

（５）登録の廃止申請 

      施設登録者は、施設登録の廃止をしようとする場合は、別紙様式３によ

り食品監視安全課長宛てに廃止の申請をすること。 

      食品監視安全課は、当該申請に基づき、厚生労働省のホームページ上の

登録施設リストから削除し、中国政府に報告するとともに、施設を管轄す

る都道府県等衛生部局及び地方厚生局に通知する。 

（６）登録施設の監視 

      衛生証明書発行機関は、衛生証明書発行実績等を考慮し、必要に応じて

管内の登録施設に対し、当該登録施設において適切に衛生管理が行われて

いること及び４．（２）に規定する要件を満たしていること等について、

別添１及び別添２の中国向け輸出水産食品取扱施設点検表の内容に即し

て監視を実施し、監視結果を当該施設に通知すること。監視の結果、点検

項目に適合しない項目があった場合には、改善指導を実施し、衛生証明書

の発行停止を行う等必要な措置をとること。     

      また、衛生証明書を発行しない都道府県等衛生部局は、管内の施設が登

録施設である場合には、監視指導の際に、必要に応じ、４．（２）に規定

する要件を満たしていること等の確認を行い、本要領の運用に関する情報

を得た場合にあっては、当該施設を所管する地方厚生局宛て連絡するこ 

施設の名称、登録番号等を記載した登録施設リストを厚生労働省のホーム

ページ上で公表するとともに、施設登録者、都道府県等衛生部局及び地方

厚生局に通知する。 

      なお、当該リストを公表した時点をもって、登録施設として取り扱うこ

ととする。 

   注）登録番号の上２桁はCN、３桁目以降に000001から番号を付すこと。

（例：CN000001） 

           また、当該施設が保管施設（「食品の冷蔵又は冷凍業」等）の場

合にはCSを末尾に付すこと（例：CN000001CS）。加工施設について

は末尾にアルファベットは付さない。 

（４）登録施設の登録事項の変更申請 

      施設登録者は、４．（１）の登録事項について変更しようとする場合 

は、変更された登録事項が明らかとなる書類を添付し、別紙様式２により

監視安全課長宛てに変更の申請をすること。 

      監視安全課は、当該申請内容が登録要件を満たすことを確認した後、中

国政府に登録事項変更の要請を行う。 

      また、監視安全課は中国政府から変更完了の報告を受けた後、速やかに

厚生労働省のホームページ上の登録施設リストの内容を更新するととも

に、施設登録者、施設を所管する都道府県等衛生部局及び地方厚生局に通

知する。 

（５）登録の廃止申請 

      施設登録者は、施設登録の廃止をしようとする場合は、別紙様式３によ

り監視安全課長宛てに廃止の申請をすること。 

      監視安全課は、当該申請に基づき、厚生労働省のホームページ上の登録

施設リストから削除し、中国政府に報告するとともに、施設を所管する都

道府県等衛生部局及び地方厚生局に通知する。 

（６）登録施設の監視 

      衛生証明書発行機関は、衛生証明書発行実績等を考慮し、必要に応じて

管内の登録施設に対し、当該登録施設において適切に衛生管理が行われて

いること及び４．（２）に規定する要件を満たしていること等について、

別添２の中国向け輸出水産食品取扱施設点検表の内容に即して監視を実

施し、監視結果を当該施設に通知すること。監視の結果、点検項目に適合

しない項目があった場合には、改善指導を実施し、衛生証明書の発行停止

を行う等必要な措置をとること。     

      また、衛生証明書を発行しない都道府県等衛生部局は、管内の施設が登

録施設である場合には、監視指導の際に、必要に応じ、４．（２）に規定

する要件を満たしていること等の確認を行い、本要領の運用に関する情報

を得た場合にあっては、当該施設を所管する地方厚生局宛て連絡するこ 
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と。なお、監視が拒否された場合には登録を取消すため、その旨を食品監

視安全課に報告すること。 

      地方厚生局が監視を実施する場合には、必要に応じ、都道府県等衛生部

局の協力を得ることとし、都道府県等衛生部局から得た情報において、登

録施設が衛生要件を遵守していることが確認できた場合には、監視を省略

することができること。 

      中国政府から中国の食品衛生に関する法令に違反した旨の連絡を受け

るなど、輸出貨物に問題が発生した場合、登録施設等の査察に関する要請

があった場合等、食品監視安全課は必要に応じ、登録施設を管轄する地方

厚生局及び都道府県等衛生部局に調査協力を求めるとともに、輸出者及び

当該施設の調査、指導等を行う。施設登録者は登録施設内における生産、

加工、保管等について、輸出者は、中国向け輸出水産食品の輸送、保管等

について責任を負うものとし、地方厚生局及び都道府県等衛生部局の調査

等に対して協力すること。 

（７）登録施設の登録の取消し 

   衛生証明書発行機関又は食品監視安全課は、４．（６）の結果、登録施

設が４．（２）の要件に適合しないと判断した場合は、登録施設に対して

次のいずれかの措置を採ることとする。 

 

      ア．改善指導 

 

      イ．証明書の発行停止 

 

      ウ．登録の取消し手続 

       登録の取消しの公表及び通知は、４．（３）の規定を準用する。 

なお、食品監視安全課は、登録施設の取消しを行う場合、厚生労働省

のホームページ上の登録施設リストから削除し、中国政府に報告すると

ともに、施設を管轄する都道府県等衛生部局及び地方厚生局に通知す 

る。 

 

５．衛生証明書発行機関 

  衛生証明書を発行する機関は、最終加工施設（輸入品にあっては最終保管

施設）を管轄する都道府県等衛生部局を原則とする。ただし、衛生証明書発

行機関として都道府県等衛生部局が登録されていない地域にあっては、当該

地域を所管する地方厚生局において発行を行うこととする。 

 

 

６．衛生証明書発行機関の登録手続 

と。 

 

      地方厚生局が監視を実施する場合には、必要に応じ、都道府県等衛生部

局の協力を得ることとし、都道府県等衛生部局から得た情報において、登

録施設が衛生要件を遵守していることが確認できた場合には、監視を省略

することができること。 

      中国政府から中国の食品衛生に関する法令に違反した旨の連絡を受け

るなど、輸出貨物に問題が発生した場合、登録施設等の査察に関する要請

があった場合等、監視安全課は必要に応じ、登録施設を所管する地方厚生

局及び都道府県等衛生部局に調査協力を求めるとともに、当該施設の調査

、指導等を行う。施設登録者は登録施設内における生産、加工、保管等に

ついて、輸出者は、中国向け輸出水産食品の輸送、保管等について責任を

負うものとし、地方厚生局及び都道府県等衛生部局の調査等に対して協力

すること。 

（７）登録施設の登録の取消し 

      監視安全課は、以下のいずれかに該当することが判明した場合、登録施

設の登録を取り消すことができる。 

 

    ア．登録施設が４．（２）の要件に合致しなくなったことが判明した場 

合、又は４．（６）の調査等を拒否した場合。 

    イ．施設登録者又は関係者が、本要領に基づく手続等において不正を行っ

たことが判明した場合。       

    ウ．その他相当の理由があると認められる場合。 

 

      なお、監視安全課は、登録施設の取消しを行う場合、厚生労働省のホー

ムページ上の登録施設リストから削除し、中国政府に報告するとともに、

施設を所管する都道府県等衛生部局及び地方厚生局に通知する。 

 

 

５．衛生証明書発行機関 

  衛生証明書を発行する機関は、登録施設を所管する都道府県等衛生部局を 

原則とする。ただし、衛生証明書発行機関として都道府県等衛生部局が登録 

されていない地域にあっては、当該地域を所管する地方厚生局において発行 

を行うこととする。（※） 

  ※ 登録施設を所管する都道府県等衛生部局が衛生証明書発行機関とし

て登録されている場合は、地方厚生局において発行は行わない。 

 

６．衛生証明書発行機関の登録手続 
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（１）都道府県等衛生部局が衛生証明書を発行するに当たっては、衛生証明書

の発行機関名（日本語及び英語）、所在地（日本語及び英語）及び印章を

別紙様式４により、食品監視安全課長宛てに申請をすること。なお、印章

については、各発行機関につき１つとする。 

（２）食品監視安全課は、衛生証明書発行機関名、所在地及び印章の登録を受

理した後、中国政府に当該衛生証明書発行機関名、所在地及び印章の登録

を要請する。 

   また、食品監視安全課は中国政府から登録完了の報告を受けた後、衛生

証明書発行機関名及び所在地を厚生労働省のホームページ上で公表する

とともに、都道府県等衛生部局に通知する。 

   なお、当該リストを公表した時点をもって、登録手続の完了とする。 

（３）証明書発行機関は、登録事項に変更が生じた場合、変更の都度速やかに

別紙様式５により、食品監視安全課長宛てに登録事項の変更を申請する。

食品監視安全課は、申請内容の確認を行った後、（２）に準じて手続きを

行う。 

 

 

 

 

７．衛生証明書の所定用紙の配布手続 

  衛生証明書の用紙については、食品監視安全課が配布する所定の用紙を用

いることとする。 

（１）衛生証明書発行機関への用紙の配布 

   衛生証明書発行機関は、各年に必要と思われる枚数を別紙様式６により

食品監視安全課輸出水産食品担当宛て、前年の11月末日までに依頼するこ

と。また、用紙が不足した場合についても、同様に依頼すること。 

（２）（略） 

 

８．衛生証明書の発行手続 

（１）衛生証明書の発行申請 

      輸出者は、中国向け輸出水産食品を輸出しようとする都度、別添６の官

能検査基準に適合することを確認した上で、以下の書類を添付し、誓約事

項を了承の上、当該食品を取り扱う登録施設を管轄する衛生証明書発行機

関宛てに、別紙様式８－１、別紙様式９－１（Country of Production及

びI．について記入したもの）及び別紙様式９－２（複数の貨物を一括し

て輸出する場合に限る。）を提出し、衛生証明書の発行を申請すること。 

  下線部の記載に当たっては、別添３に示す事項に留意すること。 

      なお、電子メール又は輸出入・港湾関連情報処理システム（以下 

（１）都道府県等衛生部局が衛生証明書を発行するに当たっては、衛生証明書

の発行機関名（日本語及び英語）、所在地（日本語及び英語）及び印章を

別紙様式４により、監視安全課長宛てに申請をすること。なお、印章につ

いては、各発行機関につき１つとする。 

（２）都道府県等衛生部局は登録事項に変更が生じた場合は、変更の都度速や

かに、別紙様式５により、監視安全課長宛てに登録事項の変更を申請する

こと。 

 

 

 

 

（３）監視安全課は、衛生証明書発行機関名、所在地及び印章の登録を受理し

た後、中国政府に当該衛生証明書発行機関名、所在地及び印章の登録を要

請する。 

   また、監視安全課は中国政府から登録完了の報告を受けた後、衛生証明

書発行機関名及び所在地を厚生労働省のホームページ上で公表するとと

もに、都道府県等衛生部局に通知する。 

   なお、当該リストを公表した時点をもって、登録手続の完了とする。 

 

７．衛生証明書の所定用紙の配布手続 

  衛生証明書の用紙については、監視安全課が配布する所定の用紙を用いる

こととする。 

（１）衛生証明書発行機関への用紙の配布 

   衛生証明書発行機関は、各年に必要と思われる枚数を別紙様式６により

監視安全課輸出水産食品担当宛て、前年の11月末日までに依頼するこ 

と。また、用紙が不足した場合についても、同様に依頼すること。 

（２）（略） 

 

８．衛生証明書の発行手続 

（１）衛生証明書の発行申請 

      輸出者は、中国向け輸出水産食品を輸出しようとする都度、別添６の官

能検査基準に適合することを確認した上で、以下の書類を添付し、誓約事

項を了承の上、当該食品を取り扱う登録施設を所管する衛生証明書発行機

関宛てに、別紙様式８－１、別紙様式９－１（Country of Production及

びI．について記入したもの）及び別紙様式９－２（複数の貨物を一括し

て輸出する場合に限る。）を提出し、衛生証明書の発行を申請すること。 

  下線部の記載に当たっては、別添３に示す事項に留意すること。 

      なお、電子メール又は輸出入・港湾関連情報処理システム（以下 
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「NACCS」という。）による申請を行う場合にあっては、別添４によるも

のとする。 

      また、生鮮品の輸出など、申請日当日に衛生証明書の交付を希望する場

合には、手続を円滑に行うため、事前に衛生証明書発行機関に相談するな

ど連携を図ること。 

 

    ア～ウ（略） 

    エ．都道府県等の試験検査機関又は登録検査機関において、必要に応じ別

途通知に定めるところにより自主検査を実施し、検査基準を満たしてい

ることを確認できる発行日から１年以内（３年以上の輸出実績があり、

過去３年間の検査結果に問題が認められなかった場合には３年以内）の

試験成績書の写し。なお、同一の登録施設で加工等された同一製品を試

験成績書の有効期間内に継続して輸出する場合には、試験成績書の添付

を省略できる。 

             

      上記ア～ウについては、別紙様式８－１（１．製品の詳細）の内容が確

認できるものであれば全てを提出する必要はない。 

      また、コンテナ番号及び封印番号については、申請時までに判明しない

場合は空欄の状態で提出可能であるが、判明次第速やかに、衛生証明書発

行機関宛てに別紙様式８－２により届け出ること。 

（２）衛生証明書の発行要件の審査 

      衛生証明書発行機関は、申請を受理した後、速やかに以下の要件の全て

に適合しているかを審査すること。 

    ア．輸出予定製品は登録施設において最終加工及び最終保管されたもので

あること。 

    イ．（略）  

    ウ．都道府県等の試験検査機関又は登録検査機関の試験成績書の結果が 

８．（１）エに基づく検査基準を満たしていること。 

    エ～オ（略） 

 

（３）衛生証明書の発行 

      衛生証明書発行機関は、８．（２）の審査を行った結果、問題がないと

判断したときは、別添３に示す事項に留意し、別紙様式９－１の衛生証明

書に必要事項を記入の上、担当者が日本語にて署名し、印章を押印した後

に、原本を輸出者に発行するとともに、その写し及び別紙様式８－１を３

年間保存する。 

      輸出者は、輸出が中止になる等の理由により衛生証明書が不要となった

場合には、別紙様式11により発行申請を取消すとともに、既に当該衛生証

「NACCS」という。）による申請を行う場合にあっては、別添４によるも

のとする。 

      また、生鮮品の輸出など、申請日当日に衛生証明書の交付を希望する場

合には、手続を円滑に行うため、事前に衛生証明書発行機関に相談するな

ど連携を図ること。 

 

    ア～ウ（略） 

    エ．登録検査機関において、必要に応じ別途通知に定めるところにより自

主検査を実施し、検査基準を満たしていることを確認できる発行日から

１年以内（３年以上の輸出実績があり、過去３年間の検査結果に問題が

認められなかった場合には３年以内）の試験成績書の写し。なお、同一

の登録施設で加工等された同一製品を試験成績書の有効期間内に継続

して輸出する場合には、試験成績書の添付を省略できる。 

             

 

      上記ア～ウについては、別紙様式８－１（１．製品の詳細）の内容が確

認できるものであれば全てを提出する必要はない。 

      また、コンテナ番号及び封印番号については、申請時までに判明しない

場合は空欄の状態で提出可能であるが、判明次第速やかに、衛生証明書発

行機関宛てに別紙様式８－２により届け出ること。 

（２）衛生証明書の発行要件の審査 

      衛生証明書発行機関は、申請を受理した後、速やかに以下の要件の全て

に適合しているかを審査すること。 

    ア．輸出予定製品は登録施設において最終加工又は最終保管されたもので

あること。 

    イ．（略） 

    ウ．登録検査機関の試験成績書の結果が８．（１）エに基づく検査基準を

満たしていること。 

    エ～オ（略） 

 

（３）衛生証明書の発行 

      衛生証明書発行機関は、８．（２）の審査を行った結果、問題がないと

判断したときは、別添３に示す事項に留意し、別紙様式９－１の衛生証明

書に必要事項を記入の上、担当者が日本語にて署名し、印章を押印した後

に、原本を輸出者に発行するとともに、その写し及び別紙様式８－１を３

年間保存する。 

      輸出者は、輸出が中止になる等の理由により衛生証明書が不要となった

場合には、別紙様式11により発行申請を取消すとともに、既に当該衛生証
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明書を受領している場合にあっては、速やかに衛生証明書発行機関に返却

すること。なお、衛生証明書の返却が確認されるまでの間、証明書発行機

関は当該輸出者に対して新たな衛生証明書の発行を行わないものとする。 

（４）衛生証明書発行の停止 

衛生証明書発行機関又は食品監視安全課は、４．（６）、８．（１）又

は８．（３）の内容が適正に実施されていないと判断した場合、輸出者に

対して次のいずれかの措置を採ることとする。 

 

    ア．改善指導 

 

    イ．衛生証明書の発行の停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

     なお、衛生証明書発行機関は、衛生証明書の発行を停止した場合は、 

    食品監視安全課にその旨連絡すること。また、食品監視安全課は、輸出 

    者に対する衛生証明書の発行を停止した場合又は衛生証明書発行機関か 

    ら発行停止の連絡を受けた場合、厚生労働省のホームページ上でその旨 

    を公表するとともに全ての衛生証明書発行機関に周知する。 

（５）衛生証明書発行実績の報告 

      衛生証明書発行機関は、前年度の衛生証明書発行件数等について別紙様

式13により、新年度の４月末日までに食品監視安全課宛て報告すること。

なお、発行実績がない場合もその旨報告すること。 

   食品監視安全課は、当該報告を取りまとめ、最終保管施設を管轄する衛

生証明書発行機関に、最終保管施設に係る衛生証明書発行件数等を提供す

る。 

９．その他 

（１）申請の審査に係る調査 

      衛生証明書発行機関及び食品監視安全課は、本要領に基づく申請の確認

等に当たり、申請者に対し、必要と判断される追加資料の提出を求めるこ

とができる。また、衛生証明書発行機関は、必要に応じ、官能検査等を実

施し、貨物の状態を確認することができる。 

（２）（略） 

明書を受領している場合にあっては、速やかに衛生証明書発行機関に返却

すること。 

 

（４）衛生証明書発行の停止 

      衛生証明書発行機関及び監視安全課は、以下のいずれかに該当する場合

には、衛生証明書の発行を停止することができる。 

       

 

    ア．提出書類の記載内容が虚偽又は不実であると認められる場合又はその

疑いがある場合。 

    イ．過去に交付を受けた衛生証明書の不正使用が判明している輸出者から

の申請であって、当該輸出者に衛生証明書を交付した際に、衛生証明書

の適正使用が確保されないと判断される場合。 

    ウ．中国の食品衛生に関する法令に違反した旨の連絡を中国政府から受け

るなど、輸出貨物に問題が発生した場合。（※） 

        ※ 原因究明及び改善措置が講じられたと判断される場合は発行の 

停止を解除する。 

    エ．その他相当の理由があると認められる場合。 

     

      なお、衛生証明書発行機関は、衛生証明書の発行を停止した場合は、監

視安全課宛て連絡すること。また、監視安全課は、輸出者に対する衛生証

明書の発行を停止した場合又は衛生証明書発行機関から発行停止の連絡

を受けた場合、全ての衛生証明書発行機関宛て周知するとともに、厚生労

働省のホームページ上でその旨を公表することができる。     

（５）衛生証明書発行実績の報告 

      衛生証明書発行機関は、前年度の衛生証明書発行件数等について、監視

安全課が別途定める様式により、新年度の４月末日までに監視安全課宛て

報告すること。なお、発行実績がない場合もその旨報告すること。 

 

 

 

９．その他 

（１）申請の審査に係る調査 

      衛生証明書発行機関及び監視安全課は、本要領に基づく申請の確認等に

当たり、申請者に対し、必要と判断される追加資料の提出を求めることが

できる。また、衛生証明書発行機関は、必要に応じ、官能検査等を実施 

し、貨物の状態を確認することができる。 

（２）（略） 
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（３）海外からの申請について 

   海外に在住する者が、本要領の４又は８に係る申請を行う場合にあって

は、我が国における連絡体制が確保されるよう、一切の申請手続を我が国

に在住する代理人に委任する旨の委任状を、あらかじめ申請窓口（食品監

視安全課、地方厚生局又は都道府県等衛生部局）に提出し、当該代理人が

申請を行うこと。 

（４）（略） 

 

（３）海外からの申請について 

   海外に在住する者が、本要領の４又は８に係る申請を行う場合にあって

は、我が国における連絡体制が確保されるよう、一切の申請手続を我が国

に在住する代理人に委任する旨の委任状を、あらかじめ申請窓口（監視安

全課、地方厚生局又は都道府県等衛生部局）に提出し、当該代理人が申請

を行うこと。 

（４）（略） 

（別添１－１） 

（略） 

（別添１－１） 

（略） 

（別添１－２） 

中華人民共和国国家標準 

GB 20941-2016 

 

食品安全国家標準 

水産物生産衛生規範 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別添１－２） 

中華人民共和国国家標準 

GB/T 23871-2009 

 

食品安全国家標準 

水産品加工企業の衛生管理規範 

（略） 
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（別添２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別添２） 
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 - 11 - 
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（別添３） 

中国向け輸出水産食品の衛生証明書発行手続について 

 

１．衛生証明書発行申請書（別紙様式８－１）について 

（１）記載事項については、基本的に日本語・英語併記とすること。 

（２）製品の詳細については以下の事項に留意すること。 

 「①品名」の英語表記については、冷却、冷凍、包装、一夜干し等製品の魚

種（学名）が判明する程度に加工された製品（以下「簡易な加工品」という。）

の場合、当該水産食品の英名を記載することとし、それ以外の「加工品」（学

名記載が困難な場合に限る。）の場合は、商品名や当該食品の内容が分かる一

般的な名称を記載すること。 

 「②学名」については、「簡易な加工品」の場合は、ラテン語で記載するこ

と。加工品の場合は、項目欄に***を記載すること。 

 「③産地」については、当該食品が「簡易な加工品」の場合は「捕獲地域」

を記載すること。また、当該食品が我が国において加工された場合は、最終加

工施設が所在する都道府県名を記載すること。 

 「④生産分類」については、 

・生産分類（養殖/天然）が不明として提出された場合、生産履歴が判明しな

いものとして、衛生証明書の発行は行えない（輸入品も同様）。 

・生産分類（養殖/天然）は判明しているが、区域や漁船名等が不明の場合は

衛生証明書の発行は行えない（輸入品も同様）。 

・捕獲漁船名及び漁船番号について、複数にわたる場合には代表的な漁船につ

いて記載すること。漁船を使用していない場合は、項目欄に***を記載するこ

と。 

・養殖/天然については、該当する□にレ点を記載すること。該当しない方は

□ブランクとし、項目欄には***を記載すること。 

・加工品について養殖・天然両方の原料を使用している場合は、両方の□にレ

点を記載し、区域等を記載すること。 

・捕獲区域については、捕獲された国内の水域名又は外国の水域名を記載する

こと。なお、水域名の記載に当たっては、別添７「生鮮魚介類の生産水域名の

表示のガイドライン（平成 15 年６月付け：水産物表示検討会）」を参考とす

ること。 

 「⑤加工方法」については、包装のみを行った冷蔵の魚介類（以下「生鮮品」

という。）の場合は「冷蔵 Refrigerated」、包装のみを行った冷凍の魚介類

（以下「冷凍品」という。）の場合は「冷凍 Frozen」と記載すること。 

「⑥加工施設名（登録番号）及び住所」については、最終加工施設を記載す

ること。輸出水産食品が輸入品で最終保管施設に保管されたものである場合に

は、最終加工を行った海外の登録施設又は船舶（登録番号）を記載すること。 

（別添３） 

中国向け輸出水産食品の衛生証明書発行手続について 

 

１．衛生証明書発行申請書（別紙様式８－１）について 

（１）記載事項については、基本的に日本語・英語併記とすること。 

（２）製品の詳細については以下の事項に留意すること。 

 「①品名」の英語表記については、冷却、冷凍、包装、一夜干し等製品の魚

種（学名）が判明する程度に加工された製品（以下「簡易な加工品」という。）

の場合、当該水産食品の英名を記載することとし、それ以外の「加工品」（学

名記載が困難な場合に限る。）の場合は、商品名や当該食品の内容が分かる一

般的な名称を記載すること。 

 「②学名」については、「簡易な加工品」の場合は、ラテン語で記載するこ

と。加工品の場合は、項目欄に***を記載すること。 

 「③産地」については、当該食品が「簡易な加工品」の場合は「捕獲地域」

を記載すること。また、当該食品が我が国において加工された場合は、最終加

工施設が所在する都道府県名を記載すること。 

 「④生産分類」については、 

・生産分類（養殖/天然）が不明として提出された場合、生産履歴が判明しな

いものとして、衛生証明書の発行は行えない（輸入品も同様）。 

・生産分類（養殖/天然）は判明しているが、区域や漁船名等が不明の場合は

衛生証明書の発行は行えない（輸入品も同様）。 

・捕獲漁船名及び漁船番号について、複数にわたる場合には代表的な漁船につ

いて記載すること。漁船を使用していない場合は、項目欄に***を記載するこ

と。 

・養殖/天然については、該当する□にレ点を記載すること。該当しない方は

□ブランクとし、項目欄には***を記載すること。 

・加工品について養殖・天然両方の原料を使用している場合は、両方の□にレ

点を記載し、区域等を記載すること。 

・捕獲区域については、捕獲された国内の水域名又は外国の水域名を記載する

こと。なお、水域名の記載に当たっては、別添７「生鮮魚介類の生産水域名の

表示のガイドライン（平成 15 年６月付け：水産物表示検討会）」を参考とす

ること。 

 「⑤加工方法」については、包装のみを行った冷蔵の魚介類（以下「生鮮品」

という。）の場合は「冷蔵 Refrigerated」、包装のみを行った冷凍の魚介類

（以下「冷凍品」という。）の場合は「冷凍 Frozen」と記載すること。 

「⑥登録施設名（登録番号）及び住所」については、輸出水産食品が輸入品

で最終保管施設に保管されたものである場合には、最終保管施設に加え、最終

加工を行った海外の登録施設又は船舶（登録番号）を記載すること。 
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「⑦保管施設名（登録番号）及び住所」については、最終加工施設から別の

保管施設を経由せずに輸出する場合は「⑥に記載した最終加工施設」、最終加

工施設から別の保管施設を経由して輸出する場合は「⑥に記載した最終加工施

設に加え最終保管施設」を記載すること。 

「⑨コンテナ番号」については、申請時までに判明しない場合は、空欄の状態

で提出可能であるが、判明次第速やかに衛生証明書発行機関あて届け出ること。 

 「⑩封印番号（コンテナ等の封印番号）」については、申請時までに判明し

ない場合、空欄の状態で提出可能であるが、判明次第速やかに衛生証明書発行

機関あて届け出ること。 

 「⑮生産年月日」については、申請品目中で年月日が異なるものが存在する

場合、全て記載すること。また、年月日が異なるものが相当数存在する場合に

は、申請書への記載は全てとするが、衛生証明書への記載は「○月○日から○

月○日まで」でも差し支えないこと。なお、生鮮品については「捕獲年月日」

を、冷凍品については「冷凍年月日」を生産年月日とする。 

 「⑯出発地」及び「⑰到着地」については、港や空港の名称を記載すること。 

（３）「２．官能検査実施結果」については、別添５の運用に基づき官能検査

を実施した品質確認者氏名及び官能検査実施日を記載すること。 

（４）「３．同一の登録施設で加工等された同一製品に係る自主検査結果」に

ついては、「なし」又は「あり」のいずれかを○で示し、「あり」の場合は、

有効期間内の試験成績書の試験成績書発行機関名、発行日及び番号を記載する

こと。 

２．衛生証明書（別紙様式９－１）について 

（１）輸出者が実施すべき事項 

・ 厚生労働省のホームページ上にて掲載する別紙様式９－１（電子ファイル）

に必要事項（「Country of production」及び「I. Details identifying the 

fishery and fishery products」）を入力の上、所定用紙を用い、自ら印刷を

すること。ただし、電子メールにより発行申請を行う場合は、印刷を要しない

こと。 

・衛生証明書は両面印刷の１枚とし、表面は「⑦Name and Address of Cold 

Store and its Registration Number」まで、裏面は「⑧Methods of 

Transportation」から始まるよう印刷すること。 

・記載に当たっては、基本的に英語表記を用いること。なお、学名については、

ラテン語表記を用いること。 

・「Country of production」については、国内で漁獲された水産食品及び国

内で加工された水産食品の場合、Japan と記載すること。外国から国内へ輸入

された水産食品を中国へ再輸出する場合（国内において加工工程なし。）には、

当該水産食品の原産国名を英語で記載すること。 

・「④Product Classification（生産分類）」については、該当する□にレ点

 

 

 

 

「⑧コンテナ番号」については、申請時までに判明しない場合は、空欄の状態

で提出可能であるが、判明次第速やかに衛生証明書発行機関あて届け出ること。 

 「⑨封印番号（コンテナ等の封印番号）」については、申請時までに判明し

ない場合、空欄の状態で提出可能であるが、判明次第速やかに衛生証明書発行

機関あて届け出ること。 

 「⑭生産年月日」については、申請品目中で年月日が異なるものが存在する

場合、全て記載すること。また、年月日が異なるものが相当数存在する場合に

は、申請書への記載は全てとするが、衛生証明書への記載は「○月○日から○

月○日まで」でも差し支えないこと。なお、生鮮品については「捕獲年月日」

を、冷凍品については「冷凍年月日」を生産年月日とする。 

 「⑮出発地」及び「⑯到着地」については、港や空港の名称を記載すること。 

（３）「２．官能検査実施結果」については、別添５の運用に基づき官能検査

を実施した品質確認者氏名及び官能検査実施日を記載すること。 

（４）「３．同一の登録施設で加工等された同一製品に係る自主検査結果」に

ついては、「なし」又は「あり」のいずれかを○で示し、「あり」の場合は、

有効期間内の試験成績書の試験成績書発行機関名、発行日及び番号を記載する

こと。 

２．衛生証明書（別紙様式９－１）について 

（１）輸出者が実施すべき事項 

・ 厚生労働省のホームページ上にて掲載する別紙様式９－１（電子ファイル）

に必要事項（「Country of production」及び「I. Details identifying the 

fishery and fishery products」）を入力の上、所定用紙を用い、自ら印刷を

すること。ただし、電子メールにより発行申請を行う場合は、印刷を要しない

こと。 

・衛生証明書は両面印刷の１枚とし、表面は「⑦Methods of Transportation」

まで、裏面は「⑧Container Number」から始まるよう印刷すること。 

 

・記載に当たっては、基本的に英語表記を用いること。なお、学名については、

ラテン語表記を用いること。 

・「Country of production」については、国内で漁獲された水産食品及び国

内で加工された水産食品の場合、Japan と記載すること。外国から国内へ輸入

された水産食品を中国へ再輸出する場合（国内において加工工程なし。）には、

当該水産食品の原産国名を英語で記載すること。 

・「④Product Classification（生産分類）」については、該当する□にレ点
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を記載すること。該当しない方は□ブランクとし、項目欄には***を記載する

こと。 

・「⑤Methods of Manufacture or Processing（加工方法）」については、生

鮮品は「Refrigerated」、冷凍品は「Frozen」と記載すること。 

 

 

 

 

（２）（略） 

３．別紙様式９－２の記載について 

 以下（１）から（３）の貨物を一括して輸出する場合は、１枚の衛生証明書

（別紙様式９－１）に別紙様式９－２（所定用紙に印刷。）を添付し対応でき

るものとする。 

  

（１）～（３）（略） 

 

 なお、一括して輸出する貨物は別紙様式８－１における申請内容の③⑤⑥⑦

⑧⑨⑩⑪⑫⑯⑰が同一であること。また、別紙様式９－２において記載する①

②④⑬⑭⑮については、別紙様式９－１の記載欄には、「As per attached 

sheet」と記載すること。別紙様式９－２の行数及び行幅は変更可能とする。 

 また、衛生証明書発行機関は、「Reference No」については、別紙様式９－

１で記載した番号と同じ番号を記載すること。 

 

を記載すること。該当しない方は□ブランクとし、項目欄には***を記載する

こと。 

・「⑤Methods of Manufacture or Processing（加工方法）」については、生

鮮品は「Refrigerated」、冷凍品は「Frozen」と記載すること。 

・「⑥Name and Address of Establishment and its Registration Number（登

録施設名（登録番号））及び住所」については、輸出水産食品が輸入品で最終

保管施設に保管されたものである場合には、最終保管施設に加え、最終加工を

行った海外の登録施設又は船舶（登録番号）を記載すること。 

（２）（略） 

３．別紙様式９－２の記載について 

 以下（１）から（３）の貨物を一括して輸出する場合は、１枚の衛生証明書

（別紙様式９－１）に別紙様式９－２（所定用紙に印刷。）を添付し対応でき

るものとする。 

  

（１）～（３）（略） 

 

 なお、一括して輸出する貨物は別紙様式８－１における申請内容の③⑤⑥⑦

⑧⑨⑩⑪⑮⑯が同一であること。また、別紙様式９－２において記載する①②

④⑫⑬⑭については、別紙様式９－１の記載欄には、「As per attached sheet」

と記載すること。別紙様式９－２の行数及び行幅は変更可能とする。 

 また、衛生証明書発行機関は、「Reference No」については、別紙様式９－

１で記載した番号と同じ番号を記載すること。 

（別添４～７） 

（略） 

（別添４～７） 

（略） 

（別紙様式１～７） 

（略） 

（別紙様式１～７） 

（略） 

（別紙様式８－１） 

年 月 日 

（略） 

衛生証明書発行申請書 

（略） 

１．製品の詳細 

①品名 

 ②学名 

 ③産地 

 ④生産分類 

（別紙様式８－１） 

年 月 日 

（略） 

衛生証明書発行申請書 

（略） 

１．製品の詳細 

①品名 

 ②学名 

 ③産地 

 ④生産分類 
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   □養殖 養殖区域 

   □天然 捕獲区域、漁船名及び漁船番号 

 ⑤加工方法 

 ⑥加工施設名（登録番号）及び住所 

 ⑦保管施設名（登録番号）及び住所 

 ⑧輸送方法（船舶の名称、航空機の便名） 

 ⑨コンテナ番号 

 ⑩封印番号（コンテナ等の封印番号） 

 ⑪輸出者（荷送人：日本からの輸出者）の名前及び住所 

 ⑫輸入者（荷受人：中国の輸入者）の名前及び住所 

 ⑬数量 

 ⑭ネットウェイト（kg） 

 ⑮生産年月日 

 ⑯出発地 

 ⑰到着地 

２～４（略） 

 

   □養殖 養殖区域 

   □天然 捕獲区域、漁船名及び漁船番号 

 ⑤加工方法 

⑥登録施設名（登録番号）及び住所 

⑦輸送方法（船舶の名称、航空機の便名） 

⑧コンテナ番号 

⑨封印番号（コンテナ等の封印番号） 

⑩輸出者（荷送人：日本からの輸出者）の名前及び住所 

⑪輸入者（荷受人：中国の輸入者）の名前及び住所 

⑫数量 

⑬ネットウェイト（kg） 

⑭生産年月日 

⑮出発地 

⑯到着地 

 

２～４（略） 

 

（別紙様式８－２） 

（略） 

 

（別紙様式８－２） 

（略） 
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（別紙様式９－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙様式９－１） 
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（別紙様式９－２～１２） 

（略） 

（別紙様式９－２～１２） 

（略） 

（別紙様式１３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 


